
第２２期 第１４回  

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

 
 

日 時：令和４年８月２２日（月） 
１４：００～ 

場 所：佐賀県水産会館「大会議室」 
（佐賀市西与賀町厘外821番地の2） 

 
 

～ 次   第 ～ 

 
 
１ 開    会 
 

２ 議    題 

 
（１）有明海における佐賀、福岡両県の漁業調整に関する協定書 

   について（協議）                     ・・・ P１～ ９ 

（２）佐賀県連合海区漁業調整委員会での協議結果について（報告） ・・・P１０～１１ 

（３）カキの試験養殖について（報告）              ・・・P１２～１６ 

（４）委員会指示の適用除外について 

（佐賀県農林水産部水産課）（協議）            ・・・P１７～２２ 

（５）その他 

 

３ 閉    会  



佐賀、福岡県両県の協定書に関する論点整理

（福佐連合海区委員会議事録より）

佐賀県の意見 福岡県の意見 協議結果

〇協定書は一時的なもの。（3条、5条
は廃止すべき）
【主な発言】
・農区が存在するのが当たり前か議論
すべき。
・貝類不作、両県各々で手入れをし安
定生産ができるような手段をとるべき。
・ひとつでも前に進むべき。両県ででき
るだけ前に進むような形でいければ。

〇漁業秩序維持のため協定書は必
要。
【主な発言】
・協定書により漁業操業、秩序が守ら
れている。両県漁業者が仲良く行うた
めに協定書は必要。
・今まで解決しなかったものが、すぐに
は解決しない。
・佐賀への入漁実績あり。（採貝業者
が多く(組合員の1/3)依存度が高い。）
・入漁で生活している方多数。
それを尊重するのが漁業調整の基
本。

文言を変えず協定書
を締結（H30.6月）

〇撤廃（削除）
【主な発言】
・佐賀有区でありながら自由に免許で
きない。
・自県で自主的に計画できる体制が必
要。

〇現状維持
【主な発言】
・3条がなくなると養殖場（区画漁業権）
が拡張され、入漁漁場がなくなる。

現行の内容で、協定
書を締結することに
関してやぶさかでは
ない。（H30.6月）

〇撤廃（削除）
【主な発言】
・5条1項の撤廃（削除）
・自分たちで計画したい。

〇5条2項の貝類の採取について公正
な措置の認識。
→採取の配分について、平等な措置
がとれないであるという認識。

〇現状維持
【主な発言】
・5条がなくなると養殖場（区画漁業権）
が拡張され、入漁漁場がなくなる。

→「福佐委員会が協議の上」とあるよう
に、漁業者、養殖業者等に偏らない、
相手県漁業者の不適切な排除となら
ないような公平、平等な措置について
福佐委員会で協議し決定すると理解。

現行の内容で、協定
書を締結することに
関してやぶさかでは
ない。（H30.6月）

確認書１．「それぞれの漁場計画を最
大限に尊重する」の認識
→全面的に認めるという認識。できる
だけ進める方向で確認書ができたと解
釈。

→お互いに最大限尊重することを基
本。相互の重要な入漁海域は計画に
関して意見を述べ、相手方が一方的に
排除されることは避け、適正な入漁操
業を維持確保が協定の本来の趣旨と
認識。お互いの事情を理解しながら許
されるところまで尊重し合う姿勢でいい
ましょうというのが確認書。本来は協定
書。それに対するのが確認書。

文言を変えず確認書
を締結（H30.6月）

今後の情勢を見なが
ら判断すべき時がく
れば適宜対応してい
く（H30.6月）。

協定書に関する基
本的な考え方

協定書3条の改廃
（有区漁場計画の
事前調整）

協定書5条の改廃
（農区区画漁業に
関する事項）

確認書について

協定書3条記載
関係漁場
・佐賀
「あばきのたお｝
・福岡
「中島川みおすじ」

・佐賀県「あばきのたお」の場所は、両県の事務局間で意見が一致。
・福岡県「中島川みおすじ」の場所は、事務局において研究したものの場所の
特定に至らず。
・「みおすじ」自体がそれぞれの資料によって場所が変わってきている。現在の
「みおすじ」と整合性が取れない中、過去に遡って定めることが困難。

【参考】関係漁場図
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継 続 

     令和４年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る 

     提案議題（要望事項） 

 

                     佐賀県連合海区漁業調整委員会 

 

 

提案議題（要望事項・協議事項・照会） 

 

 クロマグロ資源の適正利用及び零細漁業者の経営支援について（案） 

 

 

内  容 

 

本県のクロマグロ漁業は、沿岸海域で延縄、曳き縄釣、一本釣等で漁獲を行っている

が、漁獲制限が開始されて以降、漁獲対象種をブリやサワラ等に転換し、クロマグロを

目的とした操業を自粛することで、配分枠が少ないながらも漁獲可能量の遵守に努めて

きた。しかし、近年これらの操業海域においてクロマグロの来遊量が増加している。 

また、ここ数年２月頃になると、これまであまり漁獲が見られなかった沿岸の定置網

においても、予期せぬ大型マグロの入網がみられているが、配分枠遵守のため、放流作

業や混獲回避等の労務負担が増大し、漁家経営の悪化を招いている。 

 ついては、クロマグロ資源の適正利用及び零細漁業者の経営支援のため、次の事項を

要望いたします。 

 

 １ 国際委員会において、直近のデータに基づく資源評価結果を反映した漁獲枠の増 

枠を次期管理期間で実現するとともに、漁獲枠未利用分の繰越上限を堅持すること。 

  

 ２ 国際委員会で漁獲枠の増枠が承認された際は、沿岸の零細な漁船漁業に優先的に 

配分すること。また、配分の際は、各県や漁業種間で不公平が生じないよう、操業

特性や近年の漁獲実態等を考慮し、より実状にあった配分を行うこと。 

 

 ３ 漁業者が安心して資源管理に取り組めるよう、放流活動、休漁に対する支援への 

十分な予算の確保や支援制度の拡充を図るとともに、資源管理の取組による減収に 

対応するため、漁業収入安定対策（強度資源管理タイプ）の要件緩和措置の継続と 

国の掛金補助率の格差縮小を行うこと。 
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継 続 

令和４年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る 

      提案議題（要望事項） 

佐賀県連合海区漁業調整委員会 
 
 

提案議題（要望事項・協議事項・照会） 

 

ミニボートによる危険行為の防止について（案） 

 
内  容 

 

 規制緩和により免許・登録が免除された連続最大出力が 1.5kW（2.039 馬力）の推進機関

を有する長さ３ｍ未満の船舶、いわゆるのミニボートは、海上交通の基本的ルールすら知

らない利用者が、耐航性や他船からの視認性が低いという特性を認識しないまま沖合への

出航や夜間航行、船舶の輻輳する港の周辺での遊漁を行っており、操業や漁船の航行に多

大な支障が生じています。 

 海上保安庁が取りまとめたミニボートの事故発生状況をみると、平成２２年から２７年

は年間５０隻前後の発生であったものが２８年以降増加に転じ、直近の令和元年には９０

件と倍増しております。 

 このため、全国各地で定期的に安全講習会を開催されているとともに、ミニボート販売

時に「ミニボート安全ハンドブック」を同封するなどの普及活動を積極的に実施されてい

るものと認識しております。 

 しかしながら、コロナ禍を受けて、海洋性レジャー人口が増加していること、気候変動

に伴う天候急変による海難事故の増加が懸念されることから、さらなる普及活動の徹底と

安全対策上の制度創設が必須と認識しております。 

 つきましては、海面における海難事故を防止し、人命の安全を守るため、次の事項を要

望いたします。                                                                                                

                                                              

 １ ミニボート所有者の登録と保険（特に遭難救助費用を対象）加入をセットとした制

度を創設すること。 

 

２ ミニボート利用者に安全講習会の受講を促すとともに、ミニボート販売業者にも購 

買者に受講を促すよう引き続き強く働きかけること。 

 

３ 衝突事故防止のため目印となる旗やレーダー反射板などの安全装備を必置するよ 

う、引き続き業界に強く働きかけるとともに、購買者等への普及啓発を強化すること。 

 

 ４ 安全対策上の制度創設等にあたっては、国土交通省、水産庁等関係機関が今後とも

より一層協力しながら行うこと。                 
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水 産 第 1 7 9 6 号  

令和４年７月 28 日  

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

会 長  西 久 保  敏  様 

 

   佐賀県農林水産部水産課  

                          課長 中島 則久  

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第 1 号および第５５号の 

適用除外について 

 

下記により佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第１号および第５５号の適用除外を受け

たいので申請します。 

 

記 

 

１ 適用除外の理由 

委員会指示第 1 号により操業が禁止されている海域および第５５号によりタイラギ

の採捕が禁止される海域において、タイラギの採捕を伴うタイラギ漁場生息状況調査

を実施するため。 

 

２ 調査の目的および方法 

 調査の目的は、底質環境の把握およびタイラギの生息状況の調査である。方法は、潜

水士による海底土（柱状採泥器による採泥）および底生生物（タイラギ等）の採集であ

る。 

 

３ 採捕しようとする水産動植物の名称及び数量 

タイラギ（100kg 以内） 
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４ 適用除外の期間 

許可日（委員会指示適用除外承認の日）から令和５年３月３１日まで 

 

５ 調査計画 

 別添 1「工程表」のとおり 

 

６ 採捕の区域 

  有明海（別添 2 「採捕区域」のとおり） 

 

７ 採捕に従事する者の氏名及び船舶 

別添 3 「採捕に従事する者の氏名及び船舶」のとおり 

 

８ その他 

佐賀県漁業調整規則に基づき、別途、特別採捕許可申請を行う 
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○　採捕区域 （別添２）
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